
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

三
七
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

三
七
八

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

三
七
九

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

三
七
九

○
都
市
計
画
を
変
更
し
た
件

三
七
九

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
八
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

三
八
〇

正

誤

○
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
付
け
定
例
第
二
千
三
百
十
四
号
中

三
八
一

○
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
付
け
第
二
千
五
百
四
十
三
号
中

三
八
一

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含

む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉

用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

生
協
い
い
の

福
島
市
飯
野

福
島
医
療
生

福
島
県
福
島
市
渡

平
成
二
六
年

居
宅
療
養

診
療
所

町
字
後
川
二

活
協
同
組
合

利
字
中
江
町
六
六

四
月
一
日

管
理
指
導

七
―
二

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

サ
ポ
ー
ト
二

同

市
笹
谷

医
療
法
人
慈

同

市
笹

同

年

訪
問
リ
ハ

四
笹
谷
ク
リ

字
稲
場
二
三
―

正
会

谷
字
稲
場
二
八
―

五
月
一
日

ビ
リ
テ
ー

ニ
ッ
ク

四

四

シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

こ
く
ぶ
薬
局

会
津
若
松
市

株
式
会
社
あ

東
京
都
渋
谷
区
代

同

年

居
宅
療
養

山
鹿
店

山
鹿
町
四
―

さ
ひ
調
剤

々
木
二
―
一
―
五

六
月
一
日

管
理
指
導

二
〇

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

福
島
医
療
生

福
島
市
笹
谷

福
島
医
療
生

福
島
県
福
島
市
渡

同

日

介
護
予
防

協
訪
問
看
護

字
塗
谷
地
二

活
協
同
組
合

利
字
中
江
町
六
六

訪
問
看
護

さ
く
ら
み
ず

〇
―
一

ス
テ
ー
シ
ョ

ング
リ
ー
ン
ラ

同

市
飯
坂

社
会
福
祉
法

同

市
飯

同

日

夜
間
対
応

イ
ト
夜
間
対

町
湯
野
字
梁

人
福
島
福
祉

坂
町
湯
野
字
梁
尻

型
訪
問
介

応
型
訪
問
介

尻
一
―
一

会

一
―
一

護

護
事
業
所

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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六
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九
月
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管

理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
笹
谷
店

福
島
県
福
島
市
笹
谷
字
東
中
條
十
四
番
地
六
ほ

か
二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
に
つ
い
て

早
朝
に
お
け
る
作
業
時
間
帯
の
拡
大
は
、
発
生
す
る
騒
音
の
大
小
に
係
わ
ら
ず
周
辺
住
民
か
ら

の
苦
情
を
誘
発
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
周
辺
住
民
へ
の
説
明
を
十
分
行
う
と
と
も
に
、
作
業

に
当
た
っ
て
は
、
発
生
す
る
騒
音
の
抑
制
に
努
め
る
こ
と
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

白
河
市
大
搦
目
山
二
の
二
、
二
の
一
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
白
河
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
白
河
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
山
都
柳
津
線

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
藤
字
古
市
一
三
六

平
成
二
六
年
八
月
一
二
日

六
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
藤
字
沢
向
一
九
八

八
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
喜
多
方
会
津
坂
下

喜
多
方
市
字
一
丁
目
四
六
三
六
番
一
地

平
成
二
六
年
八
月
一
二
日

線

先
か
ら

同

市
字
三
丁
目
四
八
一
六
番
一
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
南
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
た
土
地
の
区
域

白
河
市
の
う
ち
白
坂
三
輪
台
、
白
坂
一
里
段
、
西
三
坂
、
み
さ
か
二
丁
目
、
東
三
坂
、
東
三
坂
山
、

鬼
越
山
、
東
小
丸
山
、
鬼
越
、
南
湖
、
東
大
沼
、
三
本
松
山
、
菅
生
舘
、
栄
町
、
蛇
石
、
白
井
掛
下
、

円
明
寺
、
横
町
、
田
町
、
郭
内
、
追
廻
、
葉
ノ
木
平
、
薄
葉
、
弥
次
郎
窪
、
田
中
山
、
外
薄
葉
及
び
───────────────────────────────────────────────────────────
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豊
地
弥
次
郎
の
各
一
部
の
区
域

二

都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
た
土
地
の
区
域

白
河
市
の
う
ち
白
坂
新
一
里
段
、
白
坂
一
里
段
、
東
三
坂
、
東
三
坂
山
、
東
小
丸
山
、
東
大
沼
、

南
湖
、
三
本
松
山
、
五
郎
窪
、
菅
生
舘
、
栄
町
、
蛇
石
、
円
明
寺
、
馬
町
、
本
町
、
年
貢
町
、
横
町
、

田
町
、
郭
内
、
追
廻
、
葉
ノ
木
平
、
薄
葉
、
弥
次
郎
窪
及
び
豊
地
弥
次
郎
の
各
一
部
の
区
域

三

新
た
に
都
市
計
画
に
車
線
の
数
を
定
め
た
道
路
名

三
・
三
・
一
○
二
号
白
河
中
央
線

三
・
四
・
一
○
五
号
白
河
駅
棚
倉
線

四

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

五

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
百
三
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
Ｈ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｑ
Ｕ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

三

代
表
者
の
氏
名

大
石

寛

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
森
二
十
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
少
年
に
対
し
、
青
少
年
が
自
分
の
や
り
た
い
事
を
見
つ
け
、
将
来
自
立
が
で
き
、

自
分
ら
し
く
生
き
る
為
の
支
援
を
行
い
、
も
っ
と
や
り
た
い
事
出
来
る
社
会
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
三
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ
と
ア
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

穂
積

彰
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
折
口
原
四
百
十
七
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
（
者
）
高
齢
者
に
対
し
て
地
域
生
活
を
可
能
と
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も

に
、
他
の
非
営
利
団
体
の
支
援
と
連
携
を
通
し
て
よ
り
多
く
の
市
民
の
幸
福
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
三
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
相
双
に
新
し
い
精
神
科
医
療
保
健
福
祉
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

大
川

貴
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
相
馬
市
沖
ノ
内
一
丁
目
二
番
地
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
相
双
地
域
の
一
般
住
民
及
び
公
共
職
員
や
福
祉
施
設
従
事
者
に
対
し
、
心
の
ケ
ア

に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
同
時
に
、
精
神
科
医
療
、
保
健
、
福
祉
に
関
す
る
啓
発
事
業
並
び
に
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
作
り
を
推
進
す
る
事
業
を
行
い
、
精
神
科
医
療
、
保
健
、
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

正

誤
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ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
付
け
定
例
第
二
千
三
百
十
四
号
中

三
二
四

下

後
ろ
か

一
一
・
六

一
二
・
五

ら
一
五

○
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
付
け
第
二
千
五
百
四
十
三
号
中

五
九
九

下

一
四

福
島
県
県
北
保
健
所
用

県
北
保
健
所
用
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